
第１２回公正取引委員会契約監視委員会議事概要 

 

１ 日時 平成２４年６月２０日（水）１３：３０～１４：２０ 

２ 場所 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟１９階 公正取引委員会官房第１３会議室 

３ 出席者 

 （委員）小西委員長，田中委員，田辺委員 

４ 議事概要 

（１）開会 

（２）重要な調達案件の事前審査 

 事前審査の結果，本件調達について了承された。審議内容は別紙のとおり。 

（３）平成２４年度公正取引委員会調達改善計画の取組状況 

 事務局から委員に対し，平成２４年度公正取引委員会調達改善計画の取組状況

について報告を行った。 

（４）閉会 



○ 重要な調達案件の事前審査に係る審議の概要 

意見・質問 説明・回答 

○ 公正取引委員会内ネットワーク用ユーザー管理サーバー及び災害対策用サーバー更新並びに

地方事務所等ファイルサーバー機能集約に伴う更新（一般競争入札） 

・ 今回の調達は最低価格落札方式で行うとな

っているが，調達時に求める要件に適合して

いるか否かの審査を行う必要はないのか。 

・ 本件調達において更新するサーバーは，仕

様書の機能要件で求める機能を搭載したＯＳ

や市販のソフトウェアが入っていれば満たさ

れるため，その点の確認さえできれば，プロ

グラムの設計・開発作業など，事業者により

創意工夫する部分がないことから，システム

の内容やベンダーの開発の品質に係る審査を

行う総合評価方式にする必要はないと考えて

いる。 

・ 今回の調達により，現状のサーバーが統合

されることになるのか。 

・ 地方事務所等のファイルサーバー機能を本

局に設けるサーバー１台に集約し，地方事務

所等におけるテープメディアによるバックア

ップを取りやめることにより，地方事務所等

におけるバックアップ等の作業解消及び情報

漏洩リスクの低減が図られるものと考えてい

る。ただ，一方でデータの読み出しにこれま

でより時間がかかるようになることから，そ

の読み出し時間の軽減のための機能を備えた

サーバーを代わりに地方事務所等に設置する

必要があり，サーバーの物理的な台数は減ら

ないことになっている。 

・ 知的財産権の扱いについて，独自に開発さ

れた箇所に関する知的財産権は公取委に帰属

するものとする条件を付す旨の説明があっ

た。次回のシステムの更新時に，現行のシス

テムのプログラムを他の事業者に見せられな

いことになれば，調達に支障が生じるため，

このような条件を付けることは有効と考えら

れるが，他のシステムの調達でこのような条

件を付けることはあるのか。 

・ 御指摘の条件については，市販のソフトウ

ェアの設定値を変える程度の調達であれば必

要ないと考えて付していないが，プログラム

やバッチファイルを作成する必要がある調達

の場合にあっては，付してきている。 

・ 今回の調達対象となったサーバーを導入し

た際の契約事業者が有利になることはない

か。 

・ 基本的に市販のサーバー用ＯＳ及びソフト

ウェアの機能を使う調達であり，プログラム

などの独自開発が発生しないことから，現在

のシステムを導入した際の契約事業者が有利

になることはないと考えている。 

別紙 



・ 後で値段を釣り上げられるリスクを回避す

るよう考慮されており，成果物がオープンに

されることによりその後の調達においても新

規参入が見込まれ，その結果調達金額が抑え

られると思われるため，無理のない調達であ

ると考えられる。 
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